
 

 

 

 

平成２１年 ９月３０日 

消 防 庁 

 

「消防法施行規則の一部を改正する省令」（案）等に対する意見募
集の結果 

 

消防庁では、「消防法施行規則の一部を改正する省令」（案）等について、平成 21年

7 月 24 日から平成 21年８月 22 日までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、

31 件の御意見をいただきました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を

取りまとめましたので、公表します。 

 

１ 改正理由 

今回の消防法施行規則等の主な改正理由は以下のとおりです。 

① 平成 20 年 10 月に発生した大阪市浪速区個室ビデオ店火災を踏まえ、平成 21 年 6 月に「予

防行政のあり方に関する検討会」において、個室ビデオ店等の防火安全対策について報告書

が取りまとめられ、同様の被害を防止する観点から、自動火災報知設備の機能を一部強化す

るとともに、避難経路における煙の滞留を想定した対策等を進めることが必要であるとされ

たこと。 

② 平成 21 年 2月に「大規模地震に対応した消防用設備等のあり方に関する検討会」において、

「大規模地震に対応した消防用設備等のあり方に関する検討会報告書(中間報告)」が取りま

とめられ、当該報告書において大規模・高層の防火対象物等における停電時の長時間避難に

対応した誘導表示に係る規定を整備することが必要であるとされたこと。 

 

２ 意見募集の結果 

省令案等の概要について、平成 21 年 7 月 24 日から平成 21 年８月 22 日までの間、意見

を募集したところ、31 件の御意見をいただきました。 

いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方については、別紙のとおりです。 

 

３ 省令等の公布 

消防庁では、パブリック・コメント手続きの実施結果等も踏まえて検討し、「消防法施行

規則等の一部を改正する省令」（平成 21 年総務省令第 93 号）、「誘導灯及び誘導標識の基

準の一部を改正する告示」（平成 21年消防庁告示第 21号）及び「非常警報設備の基準の一部

を改正する件」（平成 21年消防庁告示第 22号）を平成 21年９月 30日に公布しました。 

 

（事務連絡先）総務省消防庁予防課  

（担当：藤原補佐、荒川事務官） 

  ℡ ０３－５２５３－７５２３（直通） 

  FAX ０３－５２５３－７５３３ 
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【消防法施行規則等の一部を改正する省令（案）等についての御意見及び御意見に対する考え方】 

番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

①大阪市個室ビデオ店火災に係る改正に関するご意見 

No.1 

個室ビデオ店、インターネットカフェ

等において、すべての利用者、従業員

等の喫煙、ライター等の持ち込みを禁

止させるべき。 

また、施設内の喫煙を許容することを

目的に、煙感知器の感度を下げるべき

ではない。 

喫煙等については、各店舗において、火災予防上の観点から防火管

理を適切に実施していただくことが必要と考えます。 

 また、煙感知器については、設置場所の状況に応じ、適切な感度の

機能等を有するものを設置することが必要であると考えます。 

No.2 

演出効果としてスモークマシーンを設

置しているカラオケボックスにおい

て、火災以外での火災報知器の作動を

防止するための対策として熱感知器を

設置している場合には、熱感知器のま

までよいか。 

今回の改正は、個室ビデオ店等において避難の際に煙等により危険

な状態に至るまでの余裕時間が少ないことから、火災の早期覚知のた

め、煙感知器を義務付けることとしたものですので、消防法施行規則

（昭和３６年自治省令第６号）第２３条第５項第３号の２に規定する

個室（これに類する施設を含む。）に該当する場合には、煙感知器を設

置することが必要です。 

No.3 

今回のような、火災の早期発見や避難

誘導に対する措置は、⑵項ニの用途に

限らず、他の用途にも拡大するべきで

はないか。 

今回の改正は、火災による煙・熱が内部で急激に滞留しやすく、利

用客が周囲の状況に気づきにくいこと等により、潜在的に逃げ遅れに

よる人命危険性が大きいことに着目して、消防法施行令（昭和３６年

政令第３７号）別表第一⑵項ニに掲げる用途の防火対象物を対象とし

たものですが、他の用途の場合においても必要に応じ同様の措置を自

主的に講じていただくことが望ましいと考えます。 

No.4 

個室の定義として、天井までの完全間

仕切りだけを想定するのか、上部の隙

間が何センチのときまでを個室と想定

するのか、明確化すべきかと思います。 

個室については、壁等により完全に区画された部分だけではなく、

間仕切り等による個室に準じた閉鎖的なスペース等も、「類する施設」

として対象に加えていますが、その形態は多種多様なものが考えられ

ますので、各々の実態に即して判断する必要があると考えます。 

No.5 

煙感知器を設置すると、タバコの煙等

だけで火災に至らない場合にも火災報

知器が作動することが多いので、煙感

知器の設置義務化には反対する。 

個室ビデオ店等においては、避難の際に煙等により危険な状態に至

るまでの余裕時間が少ないことから、火災の早期覚知のため、煙感知

器を義務付けることが必要であると考えます。 

また、煙感知器については、設置場所の状況に応じ、適切な感度の

機能等を有するものを設置することが必要であると考えます。 

No.6 

関係者の中には、受信機の各種スイッ

チをあらかじめ操作して、ベルが鳴ら

ないようにする者もいるので、再鳴動

機能に加えて、更に厳重な措置が必要

自動火災報知設備が所期の機能を発揮するよう、受信機操作部の各

スイッチは正常な位置に保つこととされています（消防法施行規則第

２４条の２第１号ロ）。 

また、これに違反した場合には是正命令や罰則の対象となりますの

別紙 
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と考える。 で、これらについて、一層の周知徹底を図ってまいります。 

No.7 

再鳴動機能付き受信機の設置を義務付

けることについて、各店舗の規模と耐

用年数に応じて対象を検討すべき。 

今回の改正は、昨年 10 月に発生した個室ビデオ店における火災の教

訓を踏まえ、関係者等が受信機を操作して地区音響装置を停止した場

合に、火災の報知が遅れることを防止するための措置ですので、その

趣旨をご理解頂きたいと思います。 

No.8 

個室でのヘッドホン利用時における火

災警報音を聞き取るための具体的な措

置が示されていないが、ガイドライン

等で示されるのか。 

また、カラオケやネットカフェなどは、

全国的なチェーン店も多く、各都市で

異なる考え方をとるべきではないの

で、その運用を統一するため、より具

体的な説明が必要である。 

具体的な措置としては、地区音響装置の増設により必要な音圧を確

保すること、カットリレー（警報音以外の音響を停止する措置）等に

より警報音以外の音響を停止すること等が考えられるところであり、

必要に応じ、技術情報の提供を行う予定です。 

No.9 

「ヘッドホン等を用いたサービスを提

供する個室について、当該サービスの

提供中にあっても、地区音響装置及び

非常警報設備の警報音が聞きとれるよ

うに措置すること」について、火災の

発生を光の点滅等により確実に報知で

きるよう措置されている場合も規定す

るべき。 

今回の改正における「警報音を確実に聞き取ることができるような

措置」としては、個室等でのヘッドホン利用に伴う警報音の伝達障害

を排除する措置を想定しています。 

 なお、ご指摘のような聴覚障害者への配慮についても、各事業者に

おいて積極的に取り組むことが望ましいと考えます。 

No.10 

通路誘導灯を上部のみではなく、床面

又はその直近の箇所に設けることとし

た理由が不透明である。 

個室ビデオ店等においては、一般的に通路幅が狭く、火災時に煙が

天井付近から蓄積されることにより、誘導灯が通路上部に設けられて

いる場合には、避難開始後短時間で見えなくなるおそれがあることか

ら、低い位置で避難方向を指示することが必要であると考えたもので

す。 

No.11 

通常、誘導灯の設置により誘導標識が

免除されるが、誘導標識の設置により

誘導灯が免除されるという根拠はなに

か。 

今回の改正は、通路誘導灯を床面等に設けるか、又は通路誘導灯に

加えて蓄光式誘導標識を床面等に設置することを義務付けるものであ

り、通路誘導灯の設置が免除されるものではありません。 

No.12 

通路誘導灯の廊下及び通路の床面又は

その直近の有効な場所への設置義務付

けについて、建物の大きさ、室数、廊

下の長さ等、規模に応じて対象を検討

すべき。 

個室ビデオ店等においては、一般的に通路幅が狭く、火災時に煙が

天井付近から蓄積されることにより、誘導灯が通路上部に設けられて

いる場合には、避難開始後短時間で見えなくなるおそれがあることか

ら、低い位置で避難方向を指示することを求めるものとしたものです。 
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No.13 

施行日・経過措置について、音圧を上

げる対応であれば可能ですが、それ以

外の対策であれば、平成２１年１２月

１日から施行対応することは不可能で

ある。 

警報音の音圧を上げる、警報音以外の音響を停止する、内部構造（間

仕切り等）を改修する等、個々の対象物に応じて適切な方法を選択す

ることにより、対処いただきたいと考えます。 

 なお、既存の防火対象物については１年間の経過措置期間を設けま

す。 

   

②緊急地震速報に対応した非常放送に係る改正に関するご意見 

No.14 

非常放送の鳴動中に地震動予報等を受

信した場合には、非常放送に割り込ん

で、地震動予報等に係る放送をしなけ

ればならないか。 

ご質問のような措置を義務付けるものではありません。今回の改正

は、火災の発生を有効に報知することを妨げない範囲で、地震動予報

等に係る放送が行われるよう必要な条件を定めるものです。 

No.15 

緊急地震速報を火災に対する放送より

も優先することは本来の非常警報設備

の趣旨からから逸脱している。 

緊急地震速報を放送すること自体が、

改正案の火災の発生の報知に支障が生

じる場合に当たるのではないか。 

緊急地震速報は、大規模地震対策の一環として推奨されており、今

回の改正は、火災放送に支障を生じない範囲で、緊急地震速報を優先

して放送するための要件を明確化したものであります。すなわち、緊

急地震速報を非常放送設備において放送することを義務づけるもので

はありません。 

 緊急地震速報の放送に要する時間が短時間であり、その後に自動的

に火災放送に移行する場合は、火災の発生を有効に報知することを妨

げることにならないと考えます。 

No.16 

緊急地震速報を優先して流すのであれ

ば、緊急地震速報に係る受信端末を消

防法上の放送設備の構成機器と位置付

けるととともに、緊急地震速報を火災

放送と同等の放送と位置付けるべき。 

今回の改正は、火災放送に支障を生じない範囲で、緊急地震速報に

係る放送を行うための要件を定めたものであり、緊急地震速報に係る

受信端末等の構成機器の仕様を規定する必要はないと考えます。 

No.17 

緊急地震速報の受信端末について、シ

ステム上の要件（信号条件である電圧、

電流、インターフェースの要否等）や

放送内容が未だ明確になっておらず、

業者ごとに機器の使用も様々であり、

要件の統一が図られるべき。 

受信端末との接続等については、個別の状況に応じ適切に対処する

必要がありますが、円滑な運用が行えるよう必要に応じ、技術情報の

提供を行う予定です。 

No.18 

地震発生時、本震の後、余震が繰り返

される可能性が高く「地震動予報等に

係る放送に要する時間が短時間であ

る」とする根拠が不明確である。また、

停電時において、余震による全館一斉

余震が繰り返され、地震動予報等を繰り返し受信した場合や、非常

電源容量が著しく不足してしまうような場合であっても、火災放送に

支障を生じないように措置する必要があると考えます。 

 これらの具体例等については、必要に応じ、技術情報の提供を行う

予定です。 
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放送が何度も行なわれたこと等によ

り、本来確保すべき消防法施行規則の

非常電源容量（有効に１０分間作動）

を確保できないおそれがあると考え

る。 

No.19 

改正案に対応した放送設備を施行日ま

でに出荷することは難しい。 

今回の改正は、緊急地震速報を非常放送設備において放送すること

を義務づけるものではありません。 

 必要に応じ、対応いただければ足りるものです。 

No.20 

地震速報に対応した非常放送に関わる

対応について、各店舗の規模に応じた

形で段階的に考えていただきたい。 

今回の改正は、緊急地震速報を非常放送設備において放送すること

を義務づけるものではありませんので、ご意見のような対応は不要と

考えます。 

   

③停電時の長時間避難に対応した誘導表示に係る改正に関するご意見 

No.21 

近年建築物・施設は大規模・高層化し、

誘導灯が 20 分・30 分で避難できるもの

ではなくなってきている。 

今回改正案の誘導灯が有効に60分間作

動できる容量の非常電源の確保は当然

のことである。しかし、その切り替え

にかかる費用、施工等は多大な負担を

余儀なくされる。 

その対応として、高輝度蓄光式避難誘

導標識の有効性を活用した消防法改正

案は的確であり、賛成します。 

賛成のご意見として承ります。 

No.22 

停電時の長時間避難時のような暗闇状

態での視覚は黒白の明暗しか視認でき

ないので、蓄光式誘導標識に使用され

る蓄光材料の発光色は、暗闇状態での

避難誘導効果に影響しないのではない

か。 

暗闇においても発光色を認識することは可能であると考えておりま

す。また、誘導標識は法令上平常時においても緑色とされ、施設利用

者の間でも定着していると考えられますので、発光時においても緑色

又はこれに類する色とすることが原則であると考えます。 

No.23 

暗所にて長時間経過した後の視認性

は、桿体細胞による暗所視であること

は公知であり、文献等では光源として

暗順応感度が最も優れた「507nm」を用

いるのがよいとされている。これらを

誘導標識は法令上平常時においても緑色とされ、施設利用者の間で

も定着していると考えられますので、発光時においても緑色又はこれ

に類する色とすることが原則であると考えます。 
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踏まえると、蓄光式避難誘導標識の発

光色としては「507nm」を中心に考慮す

ることが有効と考えられる。 

No.24 

非常電源が災害により被害にあい、稼

動しない可能性があり、避難誘導灯と

しての役割を果たす事が出来なくなる

が、高輝度蓄光式誘導標識は電源を要

しないので、災害発生時には避難誘導

標識としての役割を十分に果たし、迅

速な避難行動が可能になると考える。

また、社会的背景においては、温暖化

対策として CO2 削減の動きが目立って

いる。その中で、電源を利用する避難

誘導灯と利用しない高輝度蓄光誘導標

識では、大きな差を感じる。 

現状の省令では、高輝度蓄光式誘導標

識の位置づけは、まだまだ低いように

思われる。 

今回改正で、万が一の事故を考えての

内容を含めて頂くことを強く願う。 

今回の改正は、誘導灯を補完するものとして蓄光式誘導標識を設置

することができることを規定したものですが、蓄光式誘導標識は、暗

所での視認性の確保に有効なものであり、こうした特性に応じて適宜

活用されることが望ましいと考えます。 

   

④コンビニエンスストア等における誘導灯に係る改正に関するご意見 

No.25 

現在、冷蔵室では、誘導灯の使用可能

温度外のため、冷蔵室扉の室内側に緑

色灯を設置し対応しているが、冷蔵室

内の当該緑色灯の代わりに蓄光式誘導

標識でも適用可能としてほしい。 

今回の改正は、用途を限定していないため、改正基準の要件を満た

す場合には、誘導灯を蓄光式誘導標識により代替することは可能です。

No.26 

避難階であれば、地階及び無窓階であ

っても蓄光式誘導標識が設置している

等の条件を満たしていれば誘導灯を免

除することができるか。 

改正基準の要件を満たす場合には、お見込みのとおりです。 

No.27 

単独店の場合とワンフロアにコンビニ

エンスストアを含む複数のテナントが

ある場合の誘導灯と誘導標識の具体的

設置事例及び設置を要しない具体的事

例を示していただきたい。 

一般的な設置例等については、必要に応じ、技術情報の提供を行う

予定です。 
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⑤複数の改正事項に関連するご意見 

№28 

今回の改正(案)では、設置対象となる

蓄光式誘導標識が、高輝度蓄光誘導標

識に限定されているが、中輝度蓄光式

誘導標識が対象外となった根拠は何

か。 

誘導灯を補完・代替するものとして用いられる蓄光式誘導標識にあ

っては、避難口や避難方向のシンボルが容易に認識できるものとする

必要があり、そのために十分な輝度を確保する観点から、高輝度蓄光

式誘導標識を用いることが適当と判断しました。 

№29 

中輝度蓄光式誘導標識は、その普及を

図ってきたが、今後の行政の方針とし

てこの製品はどのように位置づけられ

るのか。 

蓄光式誘導標識は、暗所での視認性の確保に有効なものであり、中

輝度蓄光式誘導標識についても、その特性に応じて適宜活用されるこ

とが望ましいと考えます。 

№30 

今回の改正において、高輝度蓄光式誘

導標識の基準に盛り込まれている、①

設置環境の照度、②（設置された現場

での）輝度については、全ての蓄光式

誘導標識に適用されるべきではないの

か。 

誘導灯を補完・代替するものとして用いられる場合についてご指摘

の基準を設けたものですが、これら以外についても、自主的に今回の

基準によって、設置・維持されることは望ましいものと考えます。 

№31 

高輝度蓄光式誘導標識を代替する「光

を発する帯状の標示」とは、どのよう

な標示をいうのか。 

また、この中には電気的エネルギーに

よる標示も含まれるのか。 

含まれるのであれば、非常電源の容量

も定めるべきではないか。 

ご質問の標示は、連続したライン状の発光体を用いたものを考えて

おり、これについては、必要に応じ、技術情報の提供を行う予定です。 

 また、標示について、光源は特定していませんので、電気的エネル

ギーによるものも含まれます。電気的エネルギーによるものについて

は、設置場所に応じて、２０分又は６０分間の容量の非常電源が必要

になると考えます。 
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消防法施行規則等の一部を改正する省令等について 

平 成 ２ １ 年 ９ 月 

消 防 庁 予 防 課 

 

１ 大阪市個室ビデオ店火災に係る改正 

【改正理由】 

平成 20 年 10 月に発生した大阪市浪速区個室ビデオ店火災を踏まえ、消防庁では、所

轄消防機関と連携して火災原因調査を行うとともに、全国の消防機関を通じて個室ビデ

オ店等に係る緊急調査等を行った。また、個室ビデオ店を想定した火災実験やシミュレ

ーションを行い、火災の性状や消防用設備等の作動状況に関するデータの収集等を行っ

てきたところである。 

これらの調査等を踏まえつつ、同様の被害を防止する観点から、「予防行政のあり方に

関する検討会」において、個室ビデオ店等の防火安全対策について報告書が取りまとめ

られ（平成 21 年 6月）、その構造や利用形態等から、火災による煙･熱が内部で急激に滞

留しやすく、利用客が周囲の状況に気づきにくいこと、また、潜在的に逃げ遅れによる

人命危険性が大きいことから、自動火災報知設備の機能を一部強化するとともに、避難

経路における煙の滞留を想定した対策等を進めることが必要であるとされた。 

【改正内容】 

 ① 令別表第一（2）項ニに掲げる防火対象物及び同表(16)項、(16 の 2)項、（16 の 3）

項に掲げる防火対象物の同表(2)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分の個

室その他これに類する施設に煙感知器の設置を義務付ける（消防法施行規則（昭和 36

年自治省令第 6号。以下「規則」という。）第 23 条第 5項第 3号の 2）。 

② 令別表第一（2）項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する防火対象物

に設置する受信機に再鳴動機能を義務付ける（規則第 24 条第 2号ハ）。 

 ③ 令別表第一（2）項ニに掲げる防火対象物及び同表(16)項、(16 の 2)項、（16 の 3）

項に掲げる防火対象物の同表(2)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分のう

ち、ヘッドホン等を用いたサービスを提供する個室（これに類する施設を含む。）につ

いて、当該サービスの提供中にあっても、地区音響装置及び非常警報設備の警報音が

聞き取れるように措置することを義務付ける（規則第 24 条第 5 号イ(ﾊ)、同条第 5 号

の 2イ（ﾊ）、第 25 条の 2第 2項第 1号イ(ﾊ)、同項第 3号イ(ﾊ)）。 

 ④ 令別表第一（2）項ニに掲げる防火対象物及び同表(16)項、(16 の 2)項、（16 の 3）

項に掲げる防火対象物の同表(2)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設

ける通路誘導灯（階段及び傾斜路に設けるものを除く。）にあっては、廊下及び通路の

床面又はその直近の避難上有効な場所に設けることとする。ただし、消防庁長官が定

めるところにより、蓄光式誘導標識が設けられている場合にあっては、この限りでは

ない（規則第 28 条の 3第 4項第 3号の 2）。 
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 ⑤ 消防庁長官が定める蓄光式誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準の細目と

して、次のアからオまでの事項を定める。ただし、光を発する帯状の標示を設けるこ

とその他の方法により同等以上の避難安全性を確保するように措置されている場合に

あっては、この限りでない（誘導灯及び誘導標識の基準第 3の 2）。 

ア 蓄光式誘導標識は、高輝度蓄光式誘導標識とすること。 

イ 蓄光式誘導標識は、床面又はその直近の箇所に設けること。 

ウ 廊下及び通路の各部分から一の蓄光式誘導標識までの歩行距離が 7.5 メートル以

下となる箇所及び曲がり角に設けること。 

エ 蓄光式誘導標識は、性能を保持するために必要な照度が採光又は照明により確保

されている箇所に設けること。 

オ 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識

をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。 

 

２ 緊急地震速報に対応した非常放送に係る改正 

【改正理由】 

 緊急地震速報は、平成 19 年 10 月１日から一般利用者への提供が開始されており、防

火対象物においても、地震対策の一環として導入の動きが広まっている。 

 一方、現状においては、緊急地震速報に係る放送は、消防法上の放送設備（警報設備

の一種）として設けられている非常放送用のアンプのチャンネルではなく、業務放送用

のチャンネルを利用して行われていることが一般的となっている。 

 その背景としては、現行の放送設備に係る基準は火災を想定したものとなっており、

緊急地震速報の受信機器等の接続やこれに対応した放送内容等は想定されていないこと

があると考えられる。 

 しかし、放送設備を用いることができれば、停電時も非常電源（蓄電池設備）による

放送が可能となり、また全館への一斉放送も容易に実施できること等のメリットがある

ことから、放送設備において緊急地震速報を導入する場合の要件の明確化を図ることと

する。 

【改正内容】 

 ① 火災の際に遮断しなければならない非常警報以外の放送から、地震動予報等に係る

もので、これに要する時間が短時間であり、かつ、火災の発生を有効に報知すること

を妨げないものを除くこととする（規則第 25 条の 2第 2項第 3号リ、非常警報設備の

基準第 4第 1号(四)）。 

② 地震動予報等に係る放送を行う機能を有するものにあっては、地震動予報等に係る

放送を行っている間に、起動装置若しくは操作部を操作した場合又は自動火災報知設

備等から起動のための信号を受信した場合には、地震動予報等に係る放送が終了した

後、直ちに、かつ、自動的に非常警報の放送を行うものとする（非常警報設備の基準

第 4第 1号（五））。 
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３ 停電時の長時間避難に対応した誘導表示に係る改正 

【改正理由】 

大規模地震の際に、安全のため屋外等への避難を行う場合、大規模・高層の防火対象

物や地下駅舎等においては、地上とのアクセスが構造上制限されること、建築物内の移

動距離が長くなること、強い揺れに伴い避難障害や要救助者を生ずる恐れがあること等

から、避難を完了するまでに相当の時間を要することが想定されており、「大規模地震に

対応した消防用設備等のあり方に関する検討会報告書(中間報告)」（大規模地震に対応し

た消防用設備等のあり方に関する検討会（座長：寺本隆幸東京理科大学工学部第二部建

築学科教授）平成 21 年 2 月）においても、大規模・高層の防火対象物等においては、停

電時の長時間避難に対応した誘導表示に係る規定を整備することが必要であるとされて

いる。 

 そこで、停電時の長時間避難に対応した誘導表示を確保するため、大規模・高層の防

火対象物、地下街及び地下駅舎等について、誘導灯が有効に 60 分間作動できる容量の非

常電源の確保を義務付けることとする。 

【改正内容】 

 ① 非常電源の容量として誘導灯が有効に 60 分間作動できる容量を確保しなければなら

ない場所として地階にある乗降場及びこれに通ずる階段、傾斜路及び通路を加えると

ともに、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象

物又はその部分の通路誘導灯については、非常電源の容量を誘導灯が 20 分間作動でき

る容量とする（規則第 28 条の 3第 4項第 10 号）。 

 ② 消防庁長官が定める蓄光式誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準の細目と

して、次のアからオまでの事項を定める。ただし、光を発する帯状の標示を設けるこ

とその他の方法により同等以上の避難安全性を確保するように措置されている場合に

あっては、この限りでない（誘導灯及び誘導標識の基準第 3の 2）。 

ア 蓄光式誘導標識は、高輝度蓄光式誘導標識とすること。 

イ 蓄光式誘導標識は、床面又はその直近の箇所に設けること。 

ウ 廊下及び通路の各部分から一の蓄光式誘導標識までの歩行距離が 7.5 メートル以

下となる箇所及び曲がり角に設けること。 

エ 蓄光式誘導標識は、性能を保持するために必要な照度が採光又は照明により確保

されている箇所に設けること。 

オ 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識

をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。 

 ③ 非常電源の容量として誘導灯が有効に 60 分間作動できる容量を確保しなければなら

ない防火対象物に、令別表第一（10）項に掲げる防火対象物及び同表(16)項に掲げる

防火対象物の同表(10)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、乗降場が地階

にあるもの（地下駅舎）のうち、消防長（消防本部を置かない市町村においては、市
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町村長）又は消防署長が避難上必要があると認めて指定したものを加える（誘導灯及

び誘導標識の基準第 4第 3号）。 

 

４ コンビニエンスストア等における誘導灯に係る改正 

【改正理由】 

  平成 20 年度「特区、規制改革、公共サービス改革集中受付月間」の一環として募集さ

れた全国規模の規制改革要望において、（社）日本フランチャイズチェーン協会から「コ

ンビニエンスストアにおける誘導灯及び誘導標識に関する特例適用事業」について要望

があったところである。これを受けて、避難口に一定の蓄光式誘導標識が設置されてい

る等の条件を満たす居室について、誘導灯の設置を免除することとする。 

【改正内容】 

 ① 誘導灯及び誘導標識の設置を要しないこととされている令第 26 条の避難が容易であ

ると認められる防火対象物又はその部分で総務省令で定めるものとして、次のアから

ウまでを満たす居室を加える（規則第 28 条の 2 第 1 項第 3 号、第 2 項第 2 号及び第 3

項第 3号）。 

  ア 直接地上に通ずる出入口（主として当該居室に存する者が利用するものに限る。） 

を有していること。 

  イ 室内の各部分から、避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内

の各部分から当該避難口に至る歩行距離が 30 メートル以下であること。 

  ウ 消防庁長官が定めるところにより、蓄光式誘導標識が設けられていること。 

 ② 消防庁長官が定める蓄光式誘導標識の設置及び維持の基準として、次のアからエま

での事項を定める（誘導灯及び誘導標識の基準第 3第 1号） 

ア 蓄光式誘導標識は、高輝度蓄光式誘導標識とすること。 

イ 蓄光式誘導標識は、避難口の上部又はその直近の箇所に設けること。 

ウ 蓄光式誘導標識は、性能を保持するために必要な照度が採光又は照明により確保

されている箇所に設けること。 

エ 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識

をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。 

 

５ 一般社団法人・一般財団法人法の施行に伴う改正 

【改正理由】 

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）及び一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号）の施行に

伴い、従来の社団法人及び財団法人に係る規定が廃止され、一般社団法人及び一般財団

法人が新たに規定されたため、消防法施行規則においても、当該法人に係る規定を整備

する必要がある。今般の公益法人改革によって、一般財団法人及び一般社団法人は主務
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官庁の監督に服することが無くなったことも踏まえ、今後登録に係る事務は、消防庁長

官が行うこととする。 

【改正内容】 

 ① 公益法人の登録に係る部分を削除する（規則第 4条の 5第 1項、第 4条の 6第 2項、

第 31 条の 4第 1項、第 31 条の 5第 2項及び第 31 条の 6第 6項）。 

 ② 「総務大臣又は消防庁長官」を「消防庁長官」に改める（規則第 4 条の 6 第 1 項及

び第 4項、第 31 条の 5第 1項及び第 4項並びに第 31 条の 7）。 

 ③ 「定款又は寄附行為」を「定款」に改める（規則第 1条の 4及び第 33 条の 15）。 

 

６ 屋内消火栓設備に用いる金属製の管継手に係る改正 

 【改正理由】 

金属製管継手の JIS 規格として、JISB2309 が新たに制定されたことを受けて、屋内消

火栓に用いる金属製の管継手に当該型番を追加。 

 【改正内容】 

  屋内消火栓設備に用いることのできる溶接式鋼管用継手として、JISB2309 に適合する

ものを加える（規則第 12 条第 6号ホ(ｲ)）。 

 

７ 施行日・経過措置 

① １・２・４に係る改正事項については、平成 21 年 12 月 1 日から施行する。ただし、

平成 21 年 12 月 1 日において自動火災報知設備、非常警報設備及び誘導灯に係る技術

上の基準に適合しないこととなる防火対象物については、平成 22 年 11 月 30 日までの

間は、なお従前の例による（消防法施行規則等の一部を改正する省令（以下「改正省

令」という。）附則第 1項及び第 4項）。 

② ３に係る改正事項については、平成 22 年 9 月 1 日から施行する。ただし、平成 22

年 9 月 1 日において誘導灯に係る技術上の基準に適合しないこととなる防火対象物に

ついては、平成 24 年 8 月 31 日までの間は、なお従前の例による（改正省令附則第 1

項及び第 5項）。 

③ ５・６については、公布の日から施行する。ただし、一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律第 42 条第 1項に規定する特例社団法人及び特例財団

法人については、総務大臣による登録によることとする。また、総務大臣の登録を受

けている特例社団法又は特例財団法人が、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法

人及び公益財団法人となった場合には、当該特例社団法人又は当該特例財団法人に係

る総務大臣の登録は、改正後の規定による消防庁長官による登録とみなすこととする

（改正省令附則第 1項、第 2項及び第 3項）。 

 



- 1 -

○
総
務
省
令
第
九
十
三
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
の
三
第
二
項
及
び
第
十
七
条
の
三
の
三
、
消
防
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
及
び
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
消
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

消
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
寄
附
行
為
」
を
削
る
。

第
四
条
の
五
第
一
項
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

法
人
（
以
下
「
公
益
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
又
は
公
益
法
人
以
外
の
法
人

で
あ
つ
て
」
を
削
り
、
「
受
け
た
も
の
」
を
「
受
け
た
法
人
」
に
改
め
る
。
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第
四
条
の
六
第
一
項
中
「
総
務
大
臣
又
は
消
防
庁
長
官
」
を
「
消
防
庁
長
官
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項

の
規
定
」
を
「
消
防
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
」
に
改
め
、
「
が
公
益
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
総
務
大
臣
（

第
四
項
に
お
い
て
単
に
「
総
務
大
臣
」
と
い
う
。
）
又
は
登
録
申
請
者
が
公
益
法
人
以
外
の
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
消
防
庁
長
官
（
第
四
項
に
お
い
て
単
に
「
消
防
庁
長
官
」
と
い
う
。
）
は
、
登
録
申
請
者
」
を
削
り
、
同
条

第
四
項
中
「
総
務
大
臣
又
は
消
防
庁
長
官
」
を
「
消
防
庁
長
官
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
ホ

の
表
中
「
Ｂ
二
三
一
一
」
を
「
Ｂ
二
三
〇
九
、
Ｂ
二
三
一
一
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
公
益
法
人
で
総
務
大
臣
が
次
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
す
る
も
の
又
は
公
益
法
人
以

外
の
法
人
で
」
を
削
り
、
「
登
録
す
る
も
の
」
を
「
登
録
す
る
法
人
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
中
「
総
務
大
臣
又
は
消
防
庁
長
官
」
を
「
消
防
庁
長
官
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

前
項
の
規
定
」
を
「
消
防
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
」
に
改
め
、
「
が
公
益
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
総
務
大

臣
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
総
務
大
臣
」
と
い
う
。
）
又
は
登
録
申
請
者
が
公
益
法
人
以
外
の
法
人
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
消
防
庁
長
官
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
消
防
庁
長
官
」
と
い
う
。
）
は
、
登
録
申
請
者
」
を
削
り
、
同
条

第
四
項
中
「
総
務
大
臣
又
は
消
防
庁
長
官
」
を
「
消
防
庁
長
官
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
中
「
公
益
法
人
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
又
は
公
益
法
人
以
外
の
法

人
で
あ
つ
て
」
を
削
り
、
「
受
け
た
も
の
」
を
「
受
け
た
法
人
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
総
務
大
臣
又
は
消
防
庁
長
官
」
を
「
消
防
庁
長
官
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
三
条
の
十
五
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
寄
附
行
為
」
を
削
る
。

第
二
条

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
五
項
中
「
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
の
二
」
を
加
え
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

の
二

遊
興
の
た
め
の
設
備
又
は
物
品
を
客
に
利
用
さ
せ
る
役
務
の
用
に
供
す
る
個
室
（
こ
れ
に
類
す
る
施
設

を
含
む
。
）
（
令
別
表
第
一

項
ニ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ

、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ニ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に

供
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
部
分
に
限
る
。
）

第
二
十
四
条
第
二
号
ハ
中
「
特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物
」
の
下
に
「
及
び
こ
れ
以
外
の
防
火
対
象
物
で
令
別
表

第
一

項
ニ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
イ
中
「


及
び

」
を
「

か
ら

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



令
別
表
第
一

項
ニ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
、



項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ニ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供

さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
次
号
イ

並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
イ

及
び
第
三
号
イ

に
お

い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
遊
興
の
た
め
に
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
、
イ
ヤ
ホ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
を
客
に

利
用
さ
せ
る
役
務
の
用
に
供
す
る
個
室
（
こ
れ
に
類
す
る
施
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
イ

並
び
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に
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
イ

及
び
第
三
号
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
当
該
役
務
を
提
供
し
て
い
る
間
に
お
い
て
も
、
当
該
個
室
に
お
い
て
警
報
音
を
確
実
に
聞
き
取
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
二
十
四
条
第
五
号
の
二
イ
中
「

及
び

」
を
「

か
ら

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



令
別
表
第
一

項
ニ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
遊
興
の
た
め

に
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
、
イ
ヤ
ホ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
を
客
に
利
用
さ
せ
る
役
務
の
用
に
供
す
る
個
室

が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
務
を
提
供
し
て
い
る
間
に
お
い
て
も
、
当
該
個
室
に
お
い
て
警
報
音

を
確
実
に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
イ
中
「

及
び

」
を
「

か
ら

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

令
別
表
第
一

項
ニ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
遊
興
の
た
め

に
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
、
イ
ヤ
ホ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
を
客
に
利
用
さ
せ
る
役
務
の
用
に
供
す
る
個
室

が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
務
を
提
供
し
て
い
る
間
に
お
い
て
も
、
当
該
個
室
に
お
い
て
警
報
音

を
確
実
に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ
中
「

及
び

」
を
「

か
ら

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。
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

令
別
表
第
一

項
ニ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
遊
興
の
た
め

に
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
、
イ
ヤ
ホ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
を
客
に
利
用
さ
せ
る
役
務
の
用
に
供
す
る
個
室

が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
務
を
提
供
し
て
い
る
間
に
お
い
て
も
、
当
該
個
室
に
お
い
て
警
報
音

を
確
実
に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
リ
中
「
放
送
」
の
下
に
「
（
地
震
動
予
報
等
に
係
る
放
送
（
気
象
業
務
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
気
象
庁
が
行
う
同
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定

す
る
地
震
動
に
つ
い
て
の
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
予
報
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
警
報
、
気
象
業
務
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
百
一
号
）
第
十
条
の
二
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
予
報
資
料
若
し
く
は
同
法
第
十

七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
行
う
地
震
動
に
つ
い
て
の
予
報
を
受
信
し
又
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
を
入
手

し
た
場
合
に
行
う
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
要
す
る
時
間
が
短
時
間
で
あ
り
、
か
つ
、
火
災
の
発
生
を

有
効
に
報
知
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
令
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
避
難
階
に
あ

る
居
室
で
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の

イ

次
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
（
主
と
し
て
当
該
居
室
に
存
す
る
者
が
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
、
次
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
こ
と
。
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ロ

室
内
の
各
部
分
か
ら
、
次
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
を
容
易
に
見
と
お
し
、
か
つ
、
識
別
す

る
こ
と
が
で
き
、
室
内
の
各
部
分
か
ら
当
該
避
難
口
に
至
る
歩
行
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ

燐
光
等
に
よ
り
光
を
発
す
る
誘
導
標
識
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
蓄
光
式
誘
導
標
識
」
と
い

う
。
）
が
消
防
庁
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
令
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
避
難
階
に
あ
る

居
室
で
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

イ

次
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

室
内
の
各
部
分
か
ら
次
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
又
は
こ
れ
に
設
け
る
避
難
口
誘
導
灯
若
し

く
は
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
容
易
に
見
と
お
し
、
か
つ
、
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
室
内
の
各
部
分
か
ら
当
該

避
難
口
に
至
る
歩
行
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
令
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
避
難
階
に
あ

る
居
室
で
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

イ

次
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

室
内
の
各
部
分
か
ら
次
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
又
は
こ
れ
に
設
け
る
避
難
口
誘
導
灯
若
し
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く
は
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
容
易
に
見
と
お
し
、
か
つ
、
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
室
内
の
各
部
分
か
ら
当
該

避
難
口
に
至
る
歩
行
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
の
二

令
別
表
第
一

項
ニ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
、



項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ニ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
す
る

部
分
に
限
る
。
）
に
設
け
る
通
路
誘
導
灯
（
階
段
及
び
傾
斜
路
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
床

面
又
は
そ
の
直
近
の
避
難
上
有
効
な
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

蓄
光
式
誘
導
標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
八
条
の
三
第
五
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
誘
導
標
識
」
の
下
に
「
（
前
条
第
一
項
第
三
号
ハ
及
び
前

項
第
三
号
の
二
に
基
づ
き
設
置
す
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
条

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
十
号
中
「
通
路
」
の
下
に
「
、
乗
降
場
（
地
階
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
こ

れ
に
通
ず
る
階
段
、
傾
斜
路
及
び
通
路
」
を
、
「
設
け
る
も
の
」
の
下
に
「
（
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
蓄
光
式
誘
導
標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
通
路
誘
導
灯
を
除
く
。
）
」

を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
前
項
第
三
号
の
二
」
を
「
並
び
に
前
項
第
三
号
の
二
及
び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

（
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）
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第
四
条

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
技
術
上
の
基
準
」
の
下
に
「
（
非
常
電
源
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
、
第

三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
平
成
二
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
。
次
項
に
お
い
て
「
整

備
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
社
団
法
人
又
は
特
例
財
団
法
人
（
次
項
に
お
い
て
「
特

例
民
法
法
人
」
と
い
う
。
）
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
消
防
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。

）
第
四
条
の
五
、
第
四
条
の
六
、
第
三
十
一
条
の
四
、
第
三
十
一
条
の
五
、
第
三
十
一
条
の
六
及
び
第
三
十
一
条
の

七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
五
第
一
項
並
び
に
第
四
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
消
防
庁
長
官

」
と
あ
る
の
は
「
総
務
大
臣
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
消
防
庁
長

官
」
と
、
第
一
条
の
四
第
二
項
中
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
条
の
四
第
二
項
中
」
と
、
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
並
び
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に
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
消
防
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
大
臣
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
消
防
庁
長
官
」
と
、
第
一
条
の
四
第
二
項
中
」
と
あ
る
の
は
「
第

一
条
の
四
第
二
項
中
」
と
、
第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
及
び
第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
中
「
消
防
庁
長
官
」
と
あ
る

の
は
「
総
務
大
臣
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
消
防
庁
長
官
」
と
、

第
一
条
の
四
第
三
項
中
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
条
の
四
第
三
項
中
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
五
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三

十
一
条
の
六
第
六
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
新
規
則
第
四
条
の
五
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
四
第
一

項
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
て
い
る
特
例
民
法
法
人
が
、
整
備

法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
四
十
九
号
）
に
よ
る
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
と
な
っ
た
場
合
又
は
整
備
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ

り
通
常
の
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
総
務
大
臣
の
登
録
は
、
新
規
則
第
四
条

の
五
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
庁
長
官
の
登
録

と
み
な
す
。

４

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、

改
築
、
移
転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知

設
備
、
非
常
警
報
設
備
及
び
誘
導
灯
の
う
ち
、
新
規
則
第
二
十
三
条
第
五
項
、
第
二
十
四
条
第
二
号
ハ
、
第
五
号
イ
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
及
び
第
五
号
の
二
イ

、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
イ

及
び
第
三
号
イ

並
び
に
第
二
十
八
条
の
三
第

四
項
第
三
号
の
二
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一

月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

平
成
二
十
二
年
九
月
一
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改

築
、
移
転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
誘
導
灯
の
う
ち
、

新
規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
十
号
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
に
つ
い
て
は

、
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表
（
第
一
条
関
係
）

○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
防
火
管
理
に
関
す
る
講
習
に
係
る
登
録
講
習
機
関
）

（
防
火
管
理
に
関
す
る
講
習
に
係
る
登
録
講
習
機
関
）

第
一
条
の
四

（
略
）

第
一
条
の
四

（
略
）

２

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
当
該
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名

２

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
当
該
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
講
習
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
講
習
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る

年
月
日
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
総
務
大
臣

年
月
日
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
総
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款

及
び
登
記
事
項
証
明
書

一

定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

３
～

（
略
）

３
～

（
略
）

２２

２２

（
防
炎
性
能
の
確
認
）

（
防
炎
性
能
の
確
認
）

第
四
条
の
五

登
録
表
示
者
は
、
防
炎
対
象
物
品
又
は
そ
の
材
料
が
防
炎
性
能

第
四
条
の
五

登
録
表
示
者
は
、
防
炎
対
象
物
品
又
は
そ
の
材
料
が
防
炎
性
能

を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
以
下
「
公
益
法
人
」
と
い
う

。
）
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
又
は
公
益
法
人
以
外
の
法

消
防
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
た
法
人
（
以
下
「
登
録
確
認
機
関

人
で
あ
つ
て
消
防
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
登
録
確
認
機
関

」
と
い
う
。
）
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
確
認
に
係
る
防
炎
物

」
と
い
う
。
）
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
確
認
に
係
る
防
炎
物
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品
に
付
す
る
防
炎
表
示
に
当
該
登
録
確
認
機
関
の
名
称
を
記
載
す
る
も
の
と

品
に
付
す
る
防
炎
表
示
に
当
該
登
録
確
認
機
関
の
名
称
を
記
載
す
る
も
の
と

し
、
登
録
確
認
機
関
の
確
認
を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
、
防
炎
物
品
に
付
す

し
、
登
録
確
認
機
関
の
確
認
を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
、
防
炎
物
品
に
付
す

る
防
炎
表
示
に
自
ら
の
名
称
及
び
防
炎
性
能
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
自
ら

る
防
炎
表
示
に
自
ら
の
名
称
及
び
防
炎
性
能
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
自
ら

確
認
し
た
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
防
炎
性
能
を
有
す
る
こ

確
認
し
た
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
防
炎
性
能
を
有
す
る
こ

と
に
つ
い
て
登
録
確
認
機
関
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
登
録
表
示
者
が
、
当
該

と
に
つ
い
て
登
録
確
認
機
関
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
登
録
表
示
者
が
、
当
該

確
認
に
係
る
防
炎
物
品
に
付
す
る
防
炎
表
示
に
、
当
該
登
録
確
認
機
関
の
名

確
認
に
係
る
防
炎
物
品
に
付
す
る
防
炎
表
示
に
、
当
該
登
録
確
認
機
関
の
名

称
に
代
え
て
、
自
ら
の
名
称
及
び
防
炎
性
能
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
自
ら

称
に
代
え
て
、
自
ら
の
名
称
及
び
防
炎
性
能
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
自
ら

確
認
し
た
旨
を
記
載
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

確
認
し
た
旨
を
記
載
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
登
録
確
認
機
関
）

（
登
録
確
認
機
関
）

第
四
条
の
六

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
庁
長
官

の
登

第
四
条
の
六

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
又
は
消
防
庁
長
官
の
登

録
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
は
、
防
炎
対
象
物

録
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
は
、
防
炎
対
象
物

品
又
は
そ
の
材
料
が
防
炎
性
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
（
以

品
又
は
そ
の
材
料
が
防
炎
性
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
法
人
の

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
法
人
の

申
請
に
よ
り
行
う
。

申
請
に
よ
り
行
う
。

２

消
防
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
法
人
（
以
下
こ

２

前
項
の
規
定

に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
法
人
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）

の
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
公
益
法
人
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
総
務
大
臣
（
第
四
項
に
お
い
て
単
に
「
総
務
大
臣
」
と
い
う
。
）

又
は
登
録
申
請
者
が
公
益
法
人
以
外
の
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
消
防

庁
長
官
（
第
四
項
に
お
い
て
単
に
「
消
防
庁
長
官
」
と
い
う
。
）
は
、
登
録

が
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

申
請
者
が
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。

な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
の

４

第
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
の

申
請
に
つ
い
て
、
第
八
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
二
十

申
請
に
つ
い
て
、
第
八
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
二
十

二
項
ま
で
の
規
定
は
登
録
を
受
け
た
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

二
項
ま
で
の
規
定
は
登
録
を
受
け
た
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
消
防
庁
長
官

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
大
臣
又

」
と
、
第
一
条
の
四
第
二
項
中
「
講
師
」
と
あ
る
の
は
「
確

は
消
防
庁
長
官
」
と
、
第
一
条
の
四
第
二
項
中
「
講
師
」
と
あ
る
の
は
「
確

認
の
業
務
を
行
う
者
」
と
、
「
講
習
の
科
目
、
時
間
数
、
実
施
日
程
、
実
施

認
の
業
務
を
行
う
者
」
と
、
「
講
習
の
科
目
、
時
間
数
、
実
施
日
程
、
実
施

場
所
等
の
実
施
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
確
認
の
業
務
に
用
い
る
機
械
器
具
そ

場
所
等
の
実
施
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
確
認
の
業
務
に
用
い
る
機
械
器
具
そ

の
他
の
設
備
の
概
要
」
と
、
同
項
及
び
第
五
項
中
「
主
た
る
事
務
所
の
所
在

の
他
の
設
備
の
概
要
」
と
、
同
項
及
び
第
五
項
中
「
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
確
認
を
行
お
う
と
す

地
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
確
認
を
行
お
う
と
す

る
防
炎
対
象
物
品
又
は
そ
の
材
料
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
第
一
項
か
ら
第

る
防
炎
対
象
物
品
又
は
そ
の
材
料
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
第
一
項
か
ら
第

五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
四
条

五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
四
条

の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
毎
年
一
回
以
上
」
と
あ

の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
毎
年
一
回
以
上
」
と
あ

る
の
は
「
確
認
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る

る
の
は
「
確
認
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
」
と
、
同
条
第
十
項
中
「
第
二
条
の
三
に
定
め

場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
」
と
、
同
条
第
十
項
中
「
第
二
条
の
三
に
定
め

る
講
習
に
係
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
四
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
項

る
講
習
に
係
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
四
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
項

、
第
四
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
定
め
る
基
準
並
び
に
別
表
第
一

、
第
四
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
定
め
る
基
準
並
び
に
別
表
第
一

の
二
の
二
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
防
炎
性
能
に
係
る
耐
洗
た
く
性
能
の
基

の
二
の
二
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
防
炎
性
能
に
係
る
耐
洗
た
く
性
能
の
基

準
」
と
、
同
条
第
十
五
項
中
「
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の

準
」
と
、
同
条
第
十
五
項
中
「
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の

は
「
事
業
者
」
と
、
同
条
第
十
七
項
及
び
第
二
十
一
項
第
一
号
中
「
第
三
項

は
「
事
業
者
」
と
、
同
条
第
十
七
項
及
び
第
二
十
一
項
第
一
号
中
「
第
三
項
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」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
六
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
十
一
項
第
三
号
中

」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
六
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
十
一
項
第
三
号
中

「
第
十
六
項
又
は
第
二
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
項
又
は
第
四
条
の
六

「
第
十
六
項
又
は
第
二
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
項
又
は
第
四
条
の
六

第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
屋
内
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
屋
内
消
火
栓
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

（
略
）

六

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

管
継
手
は
、
次
の

又
は

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

ホ

管
継
手
は
、
次
の

又
は

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。



金
属
製
の
管
又
は
バ
ル
ブ
類
を
接
続
す
る
も
の
の
当
該
接
続
部
分



金
属
製
の
管
又
は
バ
ル
ブ
類
を
接
続
す
る
も
の
の
当
該
接
続
部
分

に
あ
つ
て
は
、
金
属
製
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

に
あ
つ
て
は
、
金
属
製
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
種
類
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
日
本
工
業
規
格

る
種
類
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
日
本
工
業
規
格

に
適
合
し
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
、
耐
食
性
及
び
耐
熱
性

に
適
合
し
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
、
耐
食
性
及
び
耐
熱
性

を
有
す
る
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

を
有
す
る
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

の
と
す
る
こ
と
。

種

類

日

本

工

業

規

格

種

類

日

本

工

業

規

格

フ
ラ
ン
ジ
継

ね
じ
込
み
式
継

Ｂ
二
二
二
〇
又
は
Ｂ
二
二
三
九

フ
ラ
ン
ジ
継

ね
じ
込
み
式
継

Ｂ
二
二
二
〇
又
は
Ｂ
二
二
三
九

手

手

手

手

溶
接
式
継
手

Ｂ
二
二
二
〇

溶
接
式
継
手

Ｂ
二
二
二
〇

フ
ラ
ン
ジ
継

ね
じ
込
み
式
継

Ｂ
二
三
〇
一
、
Ｂ
二
三
〇
二
又
は
Ｂ

フ
ラ
ン
ジ
継

ね
じ
込
み
式
継

Ｂ
二
三
〇
一
、
Ｂ
二
三
〇
二
又
は
Ｂ

手
以
外
の
継

手

二
三
〇
八
の
う
ち
材
料
に
Ｇ
三
二
一

手
以
外
の
継

手

二
三
〇
八
の
う
ち
材
料
に
Ｇ
三
二
一
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手

四
（
Ｓ
Ｕ
Ｓ

Ｆ

三
〇
四
又
は
Ｓ

手

四
（
Ｓ
Ｕ
Ｓ

Ｆ

三
〇
四
又
は
Ｓ

Ｕ
Ｓ

Ｆ

三
一
六
に
限
る
。
）
又

Ｕ
Ｓ

Ｆ

三
一
六
に
限
る
。
）
又

は
Ｇ
五
一
二
一
（
Ｓ
Ｃ
Ｓ
一
三
又
は

は
Ｇ
五
一
二
一
（
Ｓ
Ｃ
Ｓ
一
三
又
は

Ｓ
Ｃ
Ｓ
一
四
に
限
る
。
）
を
用
い
る

Ｓ
Ｃ
Ｓ
一
四
に
限
る
。
）
を
用
い
る

も
の

も
の

溶
接
式
鋼
管
用

Ｂ
二
三
〇
九
、
Ｂ
二
三
一
一
、
Ｂ
二

溶
接
式
鋼
管
用

Ｂ
二
三
一
一

、
Ｂ
二

継
手

三
一
二
又
は
Ｂ
二
三
一
三
（
Ｇ
三
四

継
手

三
一
二
又
は
Ｂ
二
三
一
三
（
Ｇ
三
四

六
八
を
材
料
と
す
る
も
の
を
除
く
。

六
八
を
材
料
と
す
る
も
の
を
除
く
。

）

）



（
略
）



（
略
）

ヘ
～
リ

（
略
）

ヘ
～
リ

（
略
）

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
消
防
用
設
備
等
の
認
定
）

（
消
防
用
設
備
等
の
認
定
）

第
三
十
一
条
の
四

第
三
十
一
条
の
四

公
益
法
人
で
総
務
大
臣
が
次
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
す
る

消
防
庁
長
官
が
次
条
の
規
定
に
よ
り
登

も
の
又
は
公
益
法
人
以
外
の
法
人
で
消
防
庁
長
官
が
次
条
の
規
定
に
よ
り
登

録
す
る
法
人
は
、
消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る
機
械
器
具
が

録
す
る
も
の
は
、
消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る
機
械
器
具
が

当
該
消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る
機
械
器
具
に
係
る
設
備
等

当
該
消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る
機
械
器
具
に
係
る
設
備
等

技
術
基
準
の
全
部
又
は
一
部
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
の
認
定
（
次
項
及
び
次

技
術
基
準
の
全
部
又
は
一
部
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
の
認
定
（
次
項
及
び
次

条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。



- 6 -

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
登
録
認
定
機
関
）

（
登
録
認
定
機
関
）

第
三
十
一
条
の
五

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
庁
長
官

第
三
十
一
条
の
五

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
又
は
消
防
庁
長
官

の
登
録
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
は
、
消
防
用

の
登
録
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
は
、
消
防
用

設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る
機
械
器
具
に
つ
い
て
の
認
定
を
行
お
う

設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る
機
械
器
具
に
つ
い
て
の
認
定
を
行
お
う

と
す
る
法
人
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

と
す
る
法
人
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２

消
防
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
法
人
（
以
下
こ

２

前
項
の
規
定

に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
法
人
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）

の
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
公
益
法
人
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
総
務
大
臣
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
総
務
大
臣
」
と
い
う
。
）
又

は
登
録
申
請
者
が
公
益
法
人
以
外
の
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
消
防
庁

長
官
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
消
防
庁
長
官
」
と
い
う
。
）
は
、
登
録
申
請

が
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

者
が
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
の

４

第
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
の

申
請
に
つ
い
て
、
第
八
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
二
十

申
請
に
つ
い
て
、
第
八
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
二
十

二
項
ま
で
の
規
定
は
登
録
を
受
け
た
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

二
項
ま
で
の
規
定
は
登
録
を
受
け
た
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
消
防
庁
長
官

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
大
臣
又

」
と
、
第
一
条
の
四
第
二
項
中
「
講
師
」
と
あ
る
の
は
「
認

は
消
防
庁
長
官
」
と
、
第
一
条
の
四
第
二
項
中
「
講
師
」
と
あ
る
の
は
「
認

定
の
業
務
を
行
う
者
」
と
、
「
講
習
の
科
目
、
時
間
数
、
実
施
日
程
、
実
施

定
の
業
務
を
行
う
者
」
と
、
「
講
習
の
科
目
、
時
間
数
、
実
施
日
程
、
実
施



- 7 -

場
所
等
の
実
施
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
の
業
務
に
用
い
る
機
械
器
具
そ

場
所
等
の
実
施
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
の
業
務
に
用
い
る
機
械
器
具
そ

の
他
の
設
備
の
概
要
」
と
、
同
項
及
び
第
五
項
中
「
主
た
る
事
務
所
の
所
在

の
他
の
設
備
の
概
要
」
と
、
同
項
及
び
第
五
項
中
「
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
認
定
を
行
お
う
と
す

地
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
認
定
を
行
お
う
と
す

る
消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る
機
械
器
具
」
と
、
同
条
第
七

る
消
防
用
設
備
等
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
で
あ
る
機
械
器
具
」
と
、
同
条
第
七

項
中
「
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
、
第
四
項
及
び

項
中
「
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
、
第
四
項
及
び

第
五
項
並
び
に
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
同
条
第
九
項

第
五
項
並
び
に
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
同
条
第
九
項

中
「
毎
年
一
回
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と

中
「
毎
年
一
回
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と

き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
」
と
、
同
条
第
十

き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
」
と
、
同
条
第
十

項
中
「
第
二
条
の
三
に
定
め
る
講
習
に
係
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
等

項
中
「
第
二
条
の
三
に
定
め
る
講
習
に
係
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
等

技
術
基
準
」
と
、
同
条
第
十
五
項
中
「
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
」
と

技
術
基
準
」
と
、
同
条
第
十
五
項
中
「
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
」
と

あ
る
の
は
「
事
業
者
」
と
、
同
条
第
十
七
項
及
び
第
二
十
一
項
第
一
号
中
「

あ
る
の
は
「
事
業
者
」
と
、
同
条
第
十
七
項
及
び
第
二
十
一
項
第
一
号
中
「

第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
五
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
十
一

第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
五
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
十
一

項
第
三
号
中
「
第
十
六
項
又
は
第
二
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
項
又
は

項
第
三
号
中
「
第
十
六
項
又
は
第
二
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
項
又
は

第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
報
告
）

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
報
告
）

第
三
十
一
条
の
六

（
略
）

第
三
十
一
条
の
六

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

法
第
十
七
条
の
三
の
三
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る

６

法
第
十
七
条
の
三
の
三
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る

者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特

者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特

殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
こ
と

殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
講
習
で
あ
つ
て
、

が
で
き
る
講
習
で
あ
つ
て
、
公
益
法
人
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
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消
防
庁
長
官
の
登
録
を
受
け

た
も
の
又
は
公
益
法
人
以
外
の
法
人
で
あ
つ
て
消
防
庁
長
官
の
登
録
を
受
け

た
法
人
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。

た
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。

）
の
行
う
も
の
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す
る
消
防

）
の
行
う
も
の
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す
る
消
防

用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能

用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能

を
修
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
免

を
修
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
免

状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お

状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お

い
て
「
消
防
設
備
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

い
て
「
消
防
設
備
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

（
登
録
講
習
機
関
）

（
登
録
講
習
機
関
）

第
三
十
一
条
の
七

前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
庁
長
官

第
三
十
一
条
の
七

前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
又
は
消
防
庁
長
官

の
登
録
は
、
同
項
の
講
習
を
行
お
う
と
す
る
法
人
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

の
登
録
は
、
同
項
の
講
習
を
行
お
う
と
す
る
法
人
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２

第
一
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
前
項
の
申
請
に
つ
い
て

２

第
一
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
前
項
の
申
請
に
つ
い
て

、
同
条
第
八
項
か
ら
第
二
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
前
項
の
登
録
を
受
け
た
法

、
同
条
第
八
項
か
ら
第
二
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
前
項
の
登
録
を
受
け
た
法

人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
務

人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
務

大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
消
防
庁
長
官

」
と
、
第
一
条
の
四
第

大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
大
臣
又
は
消
防
庁
長
官
」
と
、
第
一
条
の
四
第

三
項
中
「
令
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
防

三
項
中
「
令
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
防

火
管
理
者
で
、
五
年
以
上
そ
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
消

火
管
理
者
で
、
五
年
以
上
そ
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
消

防
用
設
備
等
の
研
究
、
設
計
、
製
造
又
は
検
査
の
業
務
に
つ
い
て
二
年
以
上

防
用
設
備
等
の
研
究
、
設
計
、
製
造
又
は
検
査
の
業
務
に
つ
い
て
二
年
以
上

の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
」
と
、
「
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
修
了
証
の
交

の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
」
と
、
「
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
修
了
証
の
交

付
の
方
法
」
と
あ
る
の
は
「
免
状
の
交
付
及
び
回
収
の
方
法
」
と
、
同
条
第

付
の
方
法
」
と
あ
る
の
は
「
免
状
の
交
付
及
び
回
収
の
方
法
」
と
、
同
条
第
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十
項
中
「
第
二
条
の
三
に
定
め
る
講
習
に
係
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
消
防

十
項
中
「
第
二
条
の
三
に
定
め
る
講
習
に
係
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
消
防

庁
長
官
が
定
め
る
講
習
に
係
る
基
準
」
と
、
同
条
第
十
二
項
中
「
そ
の
他
講

庁
長
官
が
定
め
る
講
習
に
係
る
基
準
」
と
、
同
条
第
十
二
項
中
「
そ
の
他
講

習
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
消
防
設
備
点
検
資

習
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
消
防
設
備
点
検
資

格
者
が
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
措
置
を
行
う
た
め
の

格
者
が
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
措
置
を
行
う
た
め
の

手
続
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
講
習
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
」
と

手
続
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
講
習
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
」
と

、
同
条
第
十
六
項
中
「
講
習
を
行
つ
た
日
か
ら
こ
れ
を
六
年
間
」
と
あ
る
の

、
同
条
第
十
六
項
中
「
講
習
を
行
つ
た
日
か
ら
こ
れ
を
六
年
間
」
と
あ
る
の

は
「
免
状
を
交
付
し
た
日
か
ら
こ
れ
を
六
年
間
」
と
、
「
別
記
様
式
第
一
号

は
「
免
状
を
交
付
し
た
日
か
ら
こ
れ
を
六
年
間
」
と
、
「
別
記
様
式
第
一
号

に
よ
る
修
了
証
」
と
あ
る
の
は
「
免
状
」
と
、
「
前
号
の
修
了
証
」
と
あ
る

に
よ
る
修
了
証
」
と
あ
る
の
は
「
免
状
」
と
、
「
前
号
の
修
了
証
」
と
あ
る

の
は
「
前
号
の
免
状
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
「
前
号
の
免
状
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
の
申
請
）

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
の
申
請
）

第
三
十
三
条
の
十
五

（
略
）

第
三
十
三
条
の
十
五

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一

定
款

及
び
登
記
事
項
証
明
書

一

定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
～
十
二

（
略
）

二
～
十
二

（
略
）



- 10 -

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表
（
第
二
条
関
係
）

○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
等
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
等
）

第
二
十
三
条

第
二
十
三
条

１
～
４

（
略
）

１
～
４

（
略
）

５

令
第
二
十
一
条
第
一
項
（
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

５

令
第
二
十
一
条
第
一
項
（
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は

又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は

煙
感
知
器
を
、
第
二
号
及
び
第
三
の
二
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
煙
感

煙
感
知
器
を
、
第
二
号

に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
煙
感

知
器
又
は
熱
煙
複
合
式
ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
を
、
第
四
号
に
掲
げ
る
場
所
に

知
器
又
は
熱
煙
複
合
式
ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
を
、
第
四
号
に
掲
げ
る
場
所
に

あ
つ
て
は
煙
感
知
器
又
は
炎
感
知
器
を
、
第
五
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て

あ
つ
て
は
煙
感
知
器
又
は
炎
感
知
器
を
、
第
五
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て

は
炎
感
知
器
を
、
第
六
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
煙
感
知
器
、
熱
煙
複

は
炎
感
知
器
を
、
第
六
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
煙
感
知
器
、
熱
煙
複

合
式
ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
又
は
炎
感
知
器
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
式
ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
又
は
炎
感
知
器
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

三
の
二

遊
興
の
た
め
の
設
備
又
は
物
品
を
客
に
利
用
さ
せ
る
役
務
の
用
に

供
す
る
個
室
（
こ
れ
に
類
す
る
施
設
を
含
む
。
）
（
令
別
表
第
一

項
ニ

、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ

、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項

ニ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
部
分

に
限
る
。
）
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四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

６
～
９

（
略
）

６
～
９

（
略
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
二
十
四
条

第
二
十
四
条

一
・
一
の
二

（
略
）

一
・
一
の
二

（
略
）

二

受
信
機
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

二

受
信
機
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物
及
び
こ
れ
以
外
の
防
火
対
象
物
で
令
別

ハ

特
定
一
階
段
等
防
火
対
象
物

表
第
一

項
ニ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存

す
る
も
の
に
設
け
る
受
信
機
で
、
地
区
音
響
装
置
の
鳴
動
を
停
止
す
る

に
設
け
る
受
信
機
で
、
地
区
音
響
装
置
の
鳴
動
を
停
止
す
る

ス
イ
ッ
チ
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
区
音
響
停
止
ス
イ
ッ
チ
」
と

ス
イ
ッ
チ
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
区
音
響
停
止
ス
イ
ッ
チ
」
と

い
う
。
）
を
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
区
音
響
停
止
ス
イ
ッ

い
う
。
）
を
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
区
音
響
停
止
ス
イ
ッ

チ
が
地
区
音
響
装
置
の
鳴
動
を
停
止
す
る
状
態
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

チ
が
地
区
音
響
装
置
の
鳴
動
を
停
止
す
る
状
態
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
停
止
状
態
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
間
に
、
受
信
機
が
火
災
信
号
を

て
「
停
止
状
態
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
間
に
、
受
信
機
が
火
災
信
号
を

受
信
し
た
と
き
は
、
当
該
地
区
音
響
停
止
ス
イ
ッ
チ
が
一
定
時
間
以
内

受
信
し
た
と
き
は
、
当
該
地
区
音
響
停
止
ス
イ
ッ
チ
が
一
定
時
間
以
内

に
自
動
的
に
（
地
区
音
響
装
置
が
鳴
動
し
て
い
る
間
に
停
止
状
態
に
さ

に
自
動
的
に
（
地
区
音
響
装
置
が
鳴
動
し
て
い
る
間
に
停
止
状
態
に
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
は
自
動
的
に
）
地
区
音
響
装
置
を
鳴
動
さ
せ
る
状

れ
た
場
合
に
お
い
て
は
自
動
的
に
）
地
区
音
響
装
置
を
鳴
動
さ
せ
る
状

態
に
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

態
に
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
～
リ

（
略
）

ニ
～
リ

（
略
）

三
～
四

（
略
）

三
～
四

（
略
）

五

地
区
音
響
装
置
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

五

地
区
音
響
装
置
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
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て
同
じ
。
）
は
、
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
線
の

て
同
じ
。
）
は
、
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
線
の

数
が
一
の
も
の
、
Ｐ
型
三
級
受
信
機
、
Ｇ
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る

数
が
一
の
も
の
、
Ｐ
型
三
級
受
信
機
、
Ｇ
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る

こ
と
が
で
き
る
回
線
の
数
が
一
の
も
の
若
し
く
は
Ｇ
Ｐ
型
三
級
受
信
機
を

こ
と
が
で
き
る
回
線
の
数
が
一
の
も
の
若
し
く
は
Ｇ
Ｐ
型
三
級
受
信
機
を

当
該
受
信
機
を
用
い
る
自
動
火
災
報
知
設
備
の
警
戒
区
域
に
設
け
る
場
合

当
該
受
信
機
を
用
い
る
自
動
火
災
報
知
設
備
の
警
戒
区
域
に
設
け
る
場
合

又
は
放
送
設
備
を
第
二
十
五
条
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
し
た

又
は
放
送
設
備
を
第
二
十
五
条
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
し
た

場
合
を
除
き
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

場
合
を
除
き
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

イ

音
圧
又
は
音
色
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

イ

音
圧
又
は
音
色
は
、
次
の

及
び


に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。

こ
と
。


・


（
略
）


・


（
略
）



令
別
表
第
一

項
ニ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る

防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火

対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ニ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途

に
供
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
次
号
イ

並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
第

二
項
第
一
号
イ

及
び
第
三
号
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、

遊
興
の
た
め
に
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
、
イ
ヤ
ホ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物

品
を
客
に
利
用
さ
せ
る
役
務
の
用
に
供
す
る
個
室
（
こ
れ
に
類
す
る

施
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
イ

並
び
に
第
二
十
五
条
の
二

第
二
項
第
一
号
イ

及
び
第
三
号
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
務
を
提
供
し
て
い
る
間
に
お
い
て
も
、

当
該
個
室
に
お
い
て
警
報
音
を
確
実
に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
～
ト

（
略
）

ロ
～
ト

（
略
）
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五
の
二

地
区
音
響
装
置
（
音
声
に
よ
り
警
報
を
発
す
る
も
の
に
限
る
。
以

五
の
二

地
区
音
響
装
置
（
音
声
に
よ
り
警
報
を
発
す
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
前
号
（
イ
、
ハ
及
び
ト
を
除
く
。
）

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
前
号
（
イ
、
ハ
及
び
ト
を
除
く
。
）

の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

イ

音
圧
又
は
音
色
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

イ

音
圧
又
は
音
色
は
、
次
の

及
び


に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。

こ
と
。


・


（
略
）


・


（
略
）



令
別
表
第
一

項
ニ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る

防
火
対
象
物
の
う
ち
、
遊
興
の
た
め
に
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
、
イ
ヤ
ホ
ン
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
を
客
に
利
用
さ
せ
る
役
務
の
用
に
供
す
る

個
室
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
務
を
提
供
し
て
い
る
間
に

お
い
て
も
、
当
該
個
室
に
お
い
て
警
報
音
を
確
実
に
聞
き
取
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

六
～
九

（
略
）

六
～
九

（
略
）

（
非
常
警
報
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
非
常
警
報
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

２

非
常
警
報
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、

２

非
常
警
報
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

非
常
ベ
ル
又
は
自
動
式
サ
イ
レ
ン
の
音
響
装
置
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

一

非
常
ベ
ル
又
は
自
動
式
サ
イ
レ
ン
の
音
響
装
置
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

イ

音
圧
又
は
音
色
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

イ

音
圧
又
は
音
色
は
、
次
の

及
び


に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
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こ
と
。

こ
と
。


・


（
略
）


・


（
略
）



令
別
表
第
一

項
ニ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る

防
火
対
象
物
の
う
ち
、
遊
興
の
た
め
に
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
、
イ
ヤ
ホ
ン
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
を
客
に
利
用
さ
せ
る
役
務
の
用
に
供
す
る

個
室
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
務
を
提
供
し
て
い
る
間
に

お
い
て
も
、
当
該
個
室
に
お
い
て
警
報
音
を
確
実
に
聞
き
取
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二
・
二
の
二

（
略
）

二
・
二
の
二

（
略
）

三

放
送
設
備
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
又
は
ハ
並
び
に
ニ
か
ら
ヲ
ま
で
に
定
め

三

放
送
設
備
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
又
は
ハ
並
び
に
ニ
か
ら
ヲ
ま
で
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

イ

ス
ピ
ー
カ
ー
の
音
圧
又
は
音
色
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る

イ

ス
ピ
ー
カ
ー
の
音
圧
又
は
音
色
は
、
次
の

及
び


に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

と
こ
ろ
に
よ
る
。


・


（
略
）


・


（
略
）



令
別
表
第
一

項
ニ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る

防
火
対
象
物
の
う
ち
、
遊
興
の
た
め
に
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
、
イ
ヤ
ホ
ン
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
を
客
に
利
用
さ
せ
る
役
務
の
用
に
供
す
る

個
室
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
務
を
提
供
し
て
い
る
間
に

お
い
て
も
、
当
該
個
室
に
お
い
て
警
報
音
を
確
実
に
聞
き
取
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
～
チ

（
略
）

ロ
～
チ

（
略
）
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リ

他
の
設
備
と
共
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
火
災
の
際
非
常
警
報
以

リ

他
の
設
備
と
共
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
火
災
の
際
非
常
警
報
以

外
の
放
送
（
地
震
動
予
報
等
に
係
る
放
送
（
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十

外
の
放
送

七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
気
象
庁
が
行
う

同
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
地
震
動
に
つ
い
て
の
同
条
第

六
項
に
規
定
す
る
予
報
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
警
報
、
気
象
業

務
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
百
一
号
）
第
十
条
の
二

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
予
報
資
料
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
た
者
が
行
う
地
震
動
に
つ
い
て
の
予
報
を
受
信
し
又
は
こ

れ
ら
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
た
場
合
に
行
う
も
の
を
い
う
。
）
で
あ

つ
て
、
こ
れ
に
要
す
る
時
間
が
短
時
間
で
あ
り
、
か
つ
、
火
災
の
発
生

を
有
効
に
報
知
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
遮
断
で
き

を
遮
断
で
き

る
機
構
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
機
構
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ル
・
ヲ

（
略
）

ル
・
ヲ

（
略
）

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
防
火
対
象
物
又
は

（
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
防
火
対
象
物
又
は

そ
の
部
分
）

そ
の
部
分
）

第
二
十
八
条
の
二

令
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る

第
二
十
八
条
の
二

令
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
避
難
口
誘
導
灯
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る

も
の
は
、
避
難
口
誘
導
灯
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
令
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
に

掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
避
難
階
に
あ
る
居
室
で
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

該
当
す
る
も
の

イ

次
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
（
主
と
し
て
当
該
居
室
に

存
す
る
者
が
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
次
項
第
二
号
及

び
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

室
内
の
各
部
分
か
ら
、
次
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
を

容
易
に
見
と
お
し
、
か
つ
、
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
室
内
の
各
部
分

か
ら
当
該
避
難
口
に
至
る
歩
行
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ

と
。

ハ

燐
光
等
に
よ
り
光
を
発
す
る
誘
導
標
識
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
「
蓄
光
式
誘
導
標
識
」
と
い
う
。
）
が
消
防
庁
長
官
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

令
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
通
路

２

令
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
通
路

誘
導
灯
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る
。

誘
導
灯
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
令
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
に
掲

げ
る
防
火
対
象
物
の
避
難
階
に
あ
る
居
室
で
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す

る
も
の

イ

次
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

室
内
の
各
部
分
か
ら
次
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
又
は

こ
れ
に
設
け
る
避
難
口
誘
導
灯
若
し
く
は
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
容
易
に
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見
と
お
し
、
か
つ
、
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
室
内
の
各
部
分
か
ら
当

該
避
難
口
に
至
る
歩
行
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

令
別
表
第
一

項
か
ら


項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
階
段
又

二

令
別
表
第
一

項
か
ら


項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
階
段
又

は
傾
斜
路
の
う
ち
、
非
常
用
の
照
明
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の

は
傾
斜
路
の
う
ち
、
非
常
用
の
照
明
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の

３

令
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
誘
導

３

令
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
誘
導

標
識
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る
。

標
識
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
令
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
に

掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
避
難
階
に
あ
る
居
室
で
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当

す
る
も
の

イ

次
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

室
内
の
各
部
分
か
ら
次
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
又
は

こ
れ
に
設
け
る
避
難
口
誘
導
灯
若
し
く
は
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
容
易
に

見
と
お
し
、
か
つ
、
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
室
内
の
各
部
分
か
ら
当

該
避
難
口
に
至
る
歩
行
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
二
十
八
条
の
三

（
略
）

第
二
十
八
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

誘
導
灯
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と

４

誘
導
灯
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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三
の
二

令
別
表
第
一

項
ニ
、

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る

防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象

物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ニ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
す
る

部
分
に
限
る
。
）
に
設
け
る
通
路
誘
導
灯
（
階
段
及
び
傾
斜
路
に
設
け
る

も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
床
面
又
は
そ
の
直
近
の
避
難
上
有
効
な

箇
所
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

蓄
光
式
誘
導
標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

四
～
十
二

（
略
）

四
～
十
二

（
略
）

５

誘
導
標
識
（
前
条
第
一
項
第
三
号
ハ
及
び
前
項
第
三
号
の
二
に
基
づ
き
設

５

誘
導
標
識

置
す
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
除
く
。
）
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上

の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

６

（
略
）

６

（
略
）
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消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表
（
第
三
条
関
係
）

○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
二
十
八
条
の
三

（
略
）

第
二
十
八
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

誘
導
灯
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と

４

誘
導
灯
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

非
常
電
源
は
、
直
交
変
換
装
置
を
有
し
な
い
蓄
電
池
設
備
に
よ
る
も
の

十

非
常
電
源
は
、
直
交
変
換
装
置
を
有
し
な
い
蓄
電
池
設
備
に
よ
る
も
の

と
し
、
そ
の
容
量
を
誘
導
灯
を
有
効
に
二
十
分
間
（
消
防
庁
長
官
が
定
め

と
し
、
そ
の
容
量
を
誘
導
灯
を
有
効
に
二
十
分
間
（
消
防
庁
長
官
が
定
め

る
要
件
に
該
当
す
る
防
火
対
象
物
の
前
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
避

る
要
件
に
該
当
す
る
防
火
対
象
物
の
前
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
避

難
口
、
避
難
階
の
同
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
に
通
ず
る
廊
下
及
び
通
路
、

難
口
、
避
難
階
の
同
号
イ
に
掲
げ
る
避
難
口
に
通
ず
る
廊
下
及
び
通
路

乗
降
場
（
地
階
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
に
通
ず
る
階
段
、

傾
斜
路
及
び
通
路
並
び
に
直
通
階
段
に
設
け
る
も
の
（
消
防
庁
長
官
が
定

並
び
に
直
通
階
段
に
設
け
る
も
の

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
蓄
光
式
誘
導
標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
防
火
対
象
物

又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
通
路
誘
導
灯
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、

に
あ
つ
て
は
、

六
十
分
間
）
作
動
で
き
る
容
量
（
二
十
分
間
を
超
え
る
時
間
に
お
け
る
作

六
十
分
間
）
作
動
で
き
る
容
量
（
二
十
分
間
を
超
え
る
時
間
に
お
け
る
作

動
に
係
る
容
量
に
あ
つ
て
は
、
直
交
変
換
装
置
を
有
す
る
蓄
電
池
設
備
、

動
に
係
る
容
量
に
あ
つ
て
は
、
直
交
変
換
装
置
を
有
す
る
蓄
電
池
設
備
、

自
家
発
電
設
備
又
は
燃
料
電
池
設
備
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
以
上
と
す

自
家
発
電
設
備
又
は
燃
料
電
池
設
備
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
以
上
と
す
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る
ほ
か
、
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
イ

か
ら

ま
で
及
び

、
ロ

か

る
ほ
か
、
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
イ

か
ら

ま
で
及
び

、
ロ

か

ら

ま
で
、
ハ

か
ら

ま
で
、
ニ

及
び

並
び
に
ホ
の
規
定
の
例
に

ら

ま
で
、
ハ

か
ら

ま
で
、
ニ

及
び

並
び
に
ホ
の
規
定
の
例
に

よ
り
設
け
る
こ
と
。

よ
り
設
け
る
こ
と
。

十
一
・
十
二

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

５

誘
導
標
識
（
前
条
第
一
項
第
三
号
ハ
並
び
に
前
項
第
三
号
の
二
及
び
第
十

５

誘
導
標
識
（
前
条
第
一
項
第
三
号
ハ
及
び
前
項
第
三
号
の
二

号
に
基
づ
き
設
置
す
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
除
く
。
）
の
設
置
及
び
維
持
に

に
基
づ
き
設
置
す
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
除
く
。
）
の
設
置
及
び
維
持
に

関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

６

（
略
）

６

（
略
）
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消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表
（
第
四
条
関
係
）

○

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

平
成
十
一
年
十
月
一
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ

３

平
成
十
一
年
十
月
一
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ

の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え

の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え

の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
誘
導
灯
の
う
ち
、

の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
誘
導
灯
の
う
ち
、

新
規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
適
合
し
な
い

新
規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
適
合
し
な
い

も
の
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
非
常
電
源
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い

も
の
に
係
る
技
術
上
の
基
準

に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
二
十
一
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
並
び
に
第
二
十
八
条
の
三
第

四
項
第
三
号
の
二
及
び
第
十
号
並
び
に
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

消
防
庁
長
官

河
野

栄

誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

第
一
条

誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
の
基
準
（
平
成
十
一
年
消
防
庁
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
中
「
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
並
び
に
」
を
加
え
、
「
及
び
第

四
項
」
を
「
、
第
四
項
第
三
号
の
二
及
び
」
に
改
め
る
。

第
二
第
一
号
中
「
蓄
光
式
誘
導
標
識
」
を
「
中
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識
」
に
、
「
平
均
輝
度
を
有
す
る
誘
導
標
識
」
を
「

平
均
輝
度
を
有
す
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
（
規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
第
二
号
中
「
平
均
輝
度
を
有
す
る
誘
導
標
識
」
を
「
平
均
輝
度
を
有
す
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
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」
に
改
め
る
。

第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三

避
難
口
誘
導
灯
の
設
置
を
要
し
な
い
居
室
の
要
件

一

規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
避
難
口
誘
導
灯
の
設
置
を
要
し
な
い
居
室
に
設

置
す
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



蓄
光
式
誘
導
標
識
は
、
高
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識
と
す
る
こ
と
。



規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
避
難
口
の
上
部
又
は
そ
の
直
近
の
避
難
上
有
効

な
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。



性
能
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
照
度
が
採
光
又
は
照
明
に
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。



蓄
光
式
誘
導
標
識
の
周
囲
に
は
、
蓄
光
式
誘
導
標
識
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
又
は
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
遮
る
広
告
物
、

掲
示
物
等
を
設
け
な
い
こ
と
。

二

規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
第
一
号
ハ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
居
室
は
、
室
内
の
各
部
分
か
ら
当
該
居
室
の
出

入
口
を
容
易
に
見
と
お
し
、
か
つ
、
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
床
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
主
と
し
て
防
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火
対
象
物
の
関
係
者
及
び
関
係
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
の
使
用
に
供
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル

）
以
下
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
の
二

通
路
誘
導
灯
を
補
完
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

の
細
目

規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
三
号
の
二
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
通
路
誘
導
灯
を
補
完
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る

蓄
光
式
誘
導
標
識
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
光

を
発
す
る
帯
状
の
標
示
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
こ
れ
と
同
等
以
上
の
避
難
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

蓄
光
式
誘
導
標
識
は
、
高
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識
と
す
る
こ
と
。

二

床
面
又
は
そ
の
直
近
の
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

三

廊
下
及
び
通
路
の
各
部
分
か
ら
一
の
蓄
光
式
誘
導
標
識
ま
で
の
歩
行
距
離
が
七
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
箇
所
及

び
曲
が
り
角
に
設
け
る
こ
と
。
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四

性
能
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
照
度
が
採
光
又
は
照
明
に
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

五

蓄
光
式
誘
導
標
識
の
周
囲
に
は
、
蓄
光
式
誘
導
標
識
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
又
は
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
遮
る
広
告
物
、
掲

示
物
等
を
設
け
な
い
こ
と
。

第
五
第
三
号
中
「
蓄
光
式
誘
導
標
識
及
び
高
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識
」
を
「
中
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識
及
び
高
輝
度
蓄
光

式
誘
導
標
識
」
に
改
め
る
。

第
二
条

誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
の
基
準
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
の
二
中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
三
号
の
二
」
の
下
に
「
及
び
第
十
号
」
を
加
え
る
。

第
四
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
別
表
（
以
下
「
令
別
表
」
と
い
う
。
）
第
一

項
か
ら

項

ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。



延
べ
面
積
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上



地
階
を
除
く
階
数
が
十
五
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
延
べ
面
積
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

第
四
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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三

令
別
表
第
一

項
又
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
っ
て
は
、
同
表
第
一


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
乗
降
場
が
地
階
に
あ
り
、
か

つ
、
消
防
長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
）
又
は
消
防
署
長
が
避
難
上
必
要
が
あ
る
と

認
め
て
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。
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誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
表
（
第
一
条
関
係
）

○

誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
の
基
準
（
平
成
十
一
年
消
防
庁
告
示
第
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一

趣
旨

第
一

趣
旨

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。

以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
並
び
に
第

以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

第

二
十
八
条
の
三
第
三
項
第
一
号
ハ
、
第
四
項
第
三
号
の
二
及
び
第
十
号
並
び

二
十
八
条
の
三
第
三
項
第
一
号
ハ
及
び
第
四
項

第
十
号
並
び

に
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
の
基
準
を
定
め
る
も

に
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
の
基
準
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

第
二

用
語
の
意
義

第
二

用
語
の
意
義

こ
の
基
準
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

こ
の
基
準
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

中
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｚ
八
七
一
六
の
常
用
光
源
蛍
光
ラ

一

蓄
光
式
誘
導
標
識

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｚ
八
七
一
六
の
常
用
光
源
蛍
光
ラ

ン
プ
Ｄ
六
五
（
第
五
第
三
号

に
お
い
て
「
蛍
光
ラ
ン
プ
」
と
い
う
。
）

ン
プ
Ｄ
六
五
（
第
五
第
三
号

に
お
い
て
「
蛍
光
ラ
ン
プ
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
照
度
二
百
ル
ク
ス
の
外
光
を
二
十
分
間
照
射
し
、
そ
の
後
二
十
分

に
よ
り
照
度
二
百
ル
ク
ス
の
外
光
を
二
十
分
間
照
射
し
、
そ
の
後
二
十
分

経
過
し
た
後
に
お
け
る
表
示
面
（
次
号
に
お
い
て
「
照
射
後
表
示
面
」
と

経
過
し
た
後
に
お
け
る
表
示
面
（
次
号
に
お
い
て
「
照
射
後
表
示
面
」
と

い
う
。
）
が
二
十
四
ミ
リ
カ
ン
デ
ラ
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
ミ
リ
カ
ン

い
う
。
）
が
二
十
四
ミ
リ
カ
ン
デ
ラ
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
ミ
リ
カ
ン

デ
ラ
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
平
均
輝
度
を
有
す
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
（

デ
ラ
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
平
均
輝
度
を
有
す
る
誘
導
標
識

規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
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を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

を
い
う
。

二

高
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識

照
射
後
表
示
面
が
百
ミ
リ
カ
ン
デ
ラ
毎
平

二

高
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識

照
射
後
表
示
面
が
百
ミ
リ
カ
ン
デ
ラ
毎
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
平
均
輝
度
を
有
す
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
い
う
。

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
平
均
輝
度
を
有
す
る
誘
導
標
識

を
い
う
。

第
三

避
難
口
誘
導
灯
の
設
置
を
要
し
な
い
居
室
の
要
件

第
三

避
難
口
誘
導
灯
の
設
置
を
要
し
な
い
居
室
の
要
件

一

規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
避

規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
第
一
号
ハ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
居
室

難
口
誘
導
灯
の
設
置
を
要
し
な
い
居
室
に
設
置
す
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
の

は
、
室
内
の
各
部
分
か
ら
当
該
居
室
の
出
入
口
を
容
易
に
見
と
お
し
、
か
つ

設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

、
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
床
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
主
と

ろ
に
よ
る
。

し
て
防
火
対
象
物
の
関
係
者
及
び
関
係
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
の
使
用
に



蓄
光
式
誘
導
標
識
は
、
高
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識
と
す
る
こ
と
。

供
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
下
で
あ
る
も
の
と
す



規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
避

る
。

難
口
の
上
部
又
は
そ
の
直
近
の
避
難
上
有
効
な
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。



性
能
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
照
度
が
採
光
又
は
照
明
に
よ
り
確

保
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。



蓄
光
式
誘
導
標
識
の
周
囲
に
は
、
蓄
光
式
誘
導
標
識
と
ま
ぎ
ら
わ
し

い
又
は
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
遮
る
広
告
物
、
掲
示
物
等
を
設
け
な
い
こ

と
。

二

規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
第
一
号
ハ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
居

室
は
、
室
内
の
各
部
分
か
ら
当
該
居
室
の
出
入
口
を
容
易
に
見
と
お
し
、

か
つ
、
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
床
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル

（
主
と
し
て
防
火
対
象
物
の
関
係
者
及
び
関
係
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者

の
使
用
に
供
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
下
で
あ
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る
も
の
と
す
る
。

第
三
の
二

通
路
誘
導
灯
を
補
完
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
蓄
光
式
誘
導
標
識

の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目

規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
三
号
の
二
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
通

路
誘
導
灯
を
補
完
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
蓄
光
式
誘
導
標
識
の
設
置
及
び

維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

た
だ
し
、
光
を
発
す
る
帯
状
の
標
示
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

こ
れ
と
同
等
以
上
の
避
難
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

蓄
光
式
誘
導
標
識
は
、
高
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識
と
す
る
こ
と
。

二

床
面
又
は
そ
の
直
近
の
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

三

廊
下
及
び
通
路
の
各
部
分
か
ら
一
の
蓄
光
式
誘
導
標
識
ま
で
の
歩
行
距

離
が
七
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
箇
所
及
び
曲
が
り
角
に
設
け
る
こ
と

。
四

性
能
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
照
度
が
採
光
又
は
照
明
に
よ
り
確
保

さ
れ
て
い
る
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

五

蓄
光
式
誘
導
標
識
の
周
囲
に
は
、
蓄
光
式
誘
導
標
識
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い

又
は
蓄
光
式
誘
導
標
識
を
遮
る
広
告
物
、
掲
示
物
等
を
設
け
な
い
こ
と
。

第
五

構
造
及
び
性
能

第
五

構
造
及
び
性
能

規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
誘
導
灯
及
び
誘
導
標

規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
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識
の
構
造
及
び
性
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

識
の
構
造
及
び
性
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

誘
導
標
識
（
中
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識
及
び
高
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識

三

誘
導
標
識
（
蓄
光
式
誘
導
標
識
及
び
高
輝
度
蓄
光
式
誘
導
標
識

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
構
造
及
び
性
能
は
、
次
に

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
構
造
及
び
性
能
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。


～


（
略
）


～


（
略
）
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誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
表
（
第
二
条
関
係
）

○

誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
の
基
準
（
平
成
十
一
年
消
防
庁
告
示
第
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
三
の
二

通
路
誘
導
灯
を
補
完
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
蓄
光
式
誘
導
標
識

第
三
の
二

通
路
誘
導
灯
を
補
完
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
蓄
光
式
誘
導
標
識

の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目

の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目

規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
三
号
の
二
及
び
第
十
号
の
消
防
庁
長
官

規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
三
号
の
二

の
消
防
庁
長
官

が
定
め
る
通
路
誘
導
灯
を
補
完
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
蓄
光
式
誘
導
標
識

が
定
め
る
通
路
誘
導
灯
を
補
完
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
蓄
光
式
誘
導
標
識

の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
光
を
発
す
る
帯
状
の
標
示
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
の

ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
光
を
発
す
る
帯
状
の
標
示
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
こ
れ
と
同
等
以
上
の
避
難
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
に

方
法
に
よ
り
こ
れ
と
同
等
以
上
の
避
難
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

第
四

非
常
電
源
の
容
量
を
六
十
分
間
と
す
る
防
火
対
象
物
の
要
件

第
四

非
常
電
源
の
容
量
を
六
十
分
間
と
す
る
防
火
対
象
物
の
要
件

規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
十
号
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
要
件
は

規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
十
号
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
要
件
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）



（
略
）

イ

（
略
）



（
略
）

ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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三

令
別
表
第
一

項
又
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
に
掲

げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
っ
て
は
、
同
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
乗
降
場
が
地

階
に
あ
り
、
か
つ
、
消
防
長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お
い
て

は
、
市
町
村
長
）
又
は
消
防
署
長
が
避
難
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
指
定

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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○
消
防
庁
告
示
第
二
十
二
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
非
常
警
報
設
備
の

基
準
（
昭
和
四
十
八
年
消
防
庁
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

消
防
庁
長
官

河
野

栄

第
四
第
一
号

中
「
放
送
」
の
下
に
「
（
地
震
動
予
報
等
に
係
る
放
送
（
消
防
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三

号
リ
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
放
送
に
要
す
る
時
間
が
短
時
間
で
あ
り
、
か
つ
、
火
災

の
発
生
を
有
効
に
報
知
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



地
震
動
予
報
等
に
係
る
放
送
を
行
う
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
地
震
動
予
報
等
に
係
る
放
送
を
行
っ
て
い

る
間
に
、
起
動
装
置
若
し
く
は
操
作
部
を
操
作
し
た
場
合
又
は
自
動
火
災
報
知
設
備
等
か
ら
起
動
の
た
め
の
信
号
を
受

信
し
た
場
合
に
は
、
地
震
動
予
報
等
に
係
る
放
送
が
終
了
し
た
後
、
直
ち
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
非
常
警
報
の
放
送
を

行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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非
常
警
報
設
備
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
表

○

非
常
警
報
設
備
の
基
準
（
昭
和
四
十
八
年
消
防
庁
告
示
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
四

放
送
設
備
の
構
造
及
び
性
能

第
四

放
送
設
備
の
構
造
及
び
性
能

一

放
送
設
備
の
構
造
及
び
性
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

放
送
設
備
の
構
造
及
び
性
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


～


（
略
）


～


（
略
）



非
常
警
報
以
外
の
目
的
と
共
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
起
動
装
置



非
常
警
報
以
外
の
目
的
と
共
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
起
動
装
置

若
し
く
は
操
作
部
を
操
作
し
た
際
又
は
自
動
火
災
報
知
設
備
等
か
ら
起

若
し
く
は
操
作
部
を
操
作
し
た
際
又
は
自
動
火
災
報
知
設
備
等
か
ら
起

動
の
た
め
の
信
号
を
受
信
し
た
際
、
自
動
的
に
非
常
警
報
以
外
の
目
的

動
の
た
め
の
信
号
を
受
信
し
た
際
、
自
動
的
に
非
常
警
報
以
外
の
目
的

の
放
送
（
地
震
動
予
報
等
に
係
る
放
送
（
消
防
法
施
行
規
則
第
二
十
五

の
放
送

条
の
二
第
二
項
第
三
号
リ
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

に
お
い
て
同

じ
。
）
で
あ
つ
て
、
放
送
に
要
す
る
時
間
が
短
時
間
で
あ
り
、
か
つ
、

火
災
の
発
生
を
有
効
に
報
知
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
を
除
く
。
）

を
直
ち
に
停
止
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

を
直
ち
に
停
止
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。



地
震
動
予
報
等
に
係
る
放
送
を
行
う
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
地
震
動
予
報
等
に
係
る
放
送
を
行
っ
て
い
る
間
に
、
起
動
装
置
若

し
く
は
操
作
部
を
操
作
し
た
場
合
又
は
自
動
火
災
報
知
設
備
等
か
ら
起

動
の
た
め
の
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
は
、
地
震
動
予
報
等
に
係
る
放

送
が
終
了
し
た
後
、
直
ち
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
非
常
警
報
の
放
送
を

行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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
・


（
略
）


・


（
略
）

二
～
七

（
略
）

二
～
七

(

略)
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